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町
で
は
二
月
一
日
か
ら
七
日
に

か
け
て
、
南
伊
豆
地
区
一
市
三
町

の
合
併
に
か
か
る
地
区
説
明
会
を

町
内
四
カ
所
で
開
催
し
た
と
こ
ろ
、

三
百
八
人
の
参
加
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
各
会
場
の
参
加
者
お
よ
び

意
見
質
問
発
言
者
の
状
況
は
表
の

と
お
り
で
す
。
各
会
場
で
は
、
合

併
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
、

財
政
問
題
、
合
併
形
態
、
施
設
基

盤
整
備
、
行
政
施
策
等
広
い
分
野

に
様
々
な
質
問
や
意
見
が
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。
合
併
協
議
に
つ
い
て

は
、こ
れ
か
ら
時
間
を
か
け
て
行
っ

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

合
併
協
議
会
設
置
後
は
「
協
議
会

だ
よ
り
」
等
で
町
の
皆
さ
ま
に
的

確
な
情
報
を
提
供
し
て
い
き
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�

　

合
併
新
法
期
限
内
（
平
成
二
十

二
年
三
月
三
十
一
日
）
で
の
こ
れ

か
ら
行
わ
れ
る
合
併
手
続
に
つ
い

て
は
、
合
併
協
議
会
の
設
置
に
伴

い
、
一
市
三
町
か
ら
選
出
さ
れ
た

委
員
に
よ
り
基
本
四
項
目
で
あ
る

「
合
併
の
方
式
」「
合
併
の
期
日
」

「
新
市
の
名
称
」 「
新
市
の
事
務
所

の
位
置
」
の
協
議
を
は
じ
め
、
合

併
市
町
村
基
本
計
画
、
行
政
組
織

や
事
務
事
業
の
あ
り
方
な
ど
、
合

併
市
町
村
に
関
す
る
事
項
の
全
般

に
わ
た
っ
て
あ
ら
か
じ
め
協
議
し
、

そ
の
取
り
扱
い
を
決
め
て
お
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の

協
議
に
は
十
分
な
期
間
が
必
要
で

あ
る
こ
と
か
ら
今
回
の
合
併
協
議

会
の
設
置
を
進
め
る
も
の
で
す
。
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【
問
合
せ
】

企
画
観
光
課
（
４
２
）
３
９
６
４
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こ
れ
ら
の
ホ
ル
モ
ン
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
、
日
中
元
気

に
過
ご
す
た
め
に
は
、
朝
ご
は
ん
や
早
寝
・
早
起
き
の

生
活
習
慣
が
と
て
も
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
。
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の
日
の
光
と
朝
ご
は
ん
に
は
、
人
間
の
脳
の
体
内

　
　
　

時
計
を
調
節
す
る
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
す
。
人
間

の
体
内
時
計
の
一
日
は
二
十
四
時
間
よ
り
長
い
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
、 朝
の
日
の
光
を
浴
び
、朝
ご
は
ん
を
食
べ
る

こ
と
で
一
日
二
十
四
時
間
に
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
ま
す
。

　

朝
ご
は
ん
を
食
べ
る
と
、
か
む
こ
と
で
脳
が
刺
激
さ
れ

体
を
活
動
モ
ー
ド
へ
切
り
替
え
、
消
化
液
が
分
泌
さ
れ
て

胃
や
腸
が
活
動
を
始
め
ま
す
。
そ
の
た
め
朝
寝
坊
し
て
朝

ご
は
ん
を
食
べ
な
い
と
時
計
の
時
間
と
体
内
の
時
間
と
の

ず
れ
が
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
り
、
ホ
ル
モ
ン
の
分
泌
が
崩

れ
健
康
状
態
も
崩
れ
て
き
て
し
ま
い
ま
す
。
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成
十
八
年
度
賀
茂
地
区
の
四
歳
児
生
活
習
慣
に
関

　
　
　

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
報
告
書
に
よ
る
と
、
朝
食

習
慣
と
就
寝
時
間
の
関
連
に
つ
い
て
、
朝
食
欠
食
の
子
ど

も
の
割
合
は
、 就
寝
時
間
が「
午
後
九
時
台
」で
６
・
４
％
、

 「
午
後
十
時
台
」
で　

・
８
％
、午
後
十
一
時
台
で　

・
０
％

１３

２５

と
、
就
寝
時
間
が
遅
く
な
る
ほ
ど
朝
食
欠
食
の 
子
ど
も
の

割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
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石
部
の
棚
田
は
、
古
く
は
江
戸

時
代
か
ら
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
、

約
十
八
�
で
連
綿
と
水
稲
耕
作
が

続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
歴
史
的

文
献
に
棚
田
の
記
録
が
現
れ
た
の

は
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
年
）、

今
か
ら
百
八
十
四
年
前
の
こ
と
で
、

こ
の
年
に
大
規
模
な
山
津
波
が
石

部
の
棚
田
を
襲
い
、
ほ
と
ん
ど
の

棚
田
が
崩
壊
し
ま
し
た
。
被
災
に

よ
り
棚
田
の
年
貢
は
約
二
十
年
も

の
間
免
除
さ
れ
、
長
期
に
渡
る
過

酷
な
作
業
に
よ
り
、
現
在
も
残
る

石
積
み
の
畦
畔
が
築
き
上
げ
ら
れ

た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
も
つ
石
部

の
棚
田
は
、
駿
河
湾
を
眼
下
に
富

士
山
を
眺
望
で
き
る
す
ば
ら
し
い

景
観
に
恵
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、

高
度
経
済
成
長
の
時
代
変
化
と
と

も 
に 
減 
反 
政 
策 
や 
農 
家 
の 
高 
齢

化
・
担
い
手
不
足
、
生
産
性
の
低

さ
か
ら
荒
廃
の
一
途
を
た
ど
り
、

五
年
か
ら
二
十
年
も
放
置
さ
れ
た

結
果
、
耕
作
放
棄
率
九
十
�
以
上

の
山
林
原
野
化
し
た
状
態
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。

　

石
部
の
人
た
ち
の
心
に
は
、
か

つ
て
棚
田
が
地
域
の
活
気
の
源
で

あ
り
、
駿
河
湾
か
ら
眺
め
た
稲
穂

が
黄
金
色
に
輝
く
棚
田
の
風
景
が

焼
き
つ
い
て
お
り
、 時
代
の
趨
勢
と

と
も
に
放
棄
さ
れ
荒
廃
し
て
い
っ

た
棚
田
を
見
る
た
び
に
、 残
念
な
思

い
が
広
が
っ
て
い
く
の
で
し
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
、
平
成
十
一
年

八
月
に
石
部
の
棚
田
が
「
静
岡
県

棚
田
等
十
選
」
に
認
定
さ
れ
た
こ

と
を
契
機
に
地
元
で
も
棚
田
に
対

す
る
関
心
が
高
ま
り
、
棚
田
を
将

来
に
残
す
べ
き
貴
重
な
地
域
資
源

と
位
置
づ
け
、
保
全
し
て
い
こ
う

と
い
う
取
り
組
み
が
始
ま
り
ま
し

た
。
平
成
十
一
年
十
一
月
に
は
、

地
区
役
員
を
中
心
と
し
た
「
松
崎

町
石
部
地
区
棚
田
保
全
推
進
委
員

会
」
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
棚
田
保

�
�
�
�
�
�
�
�
	

全
と
地
域
の
活
性
化
推
進
の
第
一

歩
を
踏
み
出
す
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

開
墾
作
業
は
区
民
や
支
援
団
体

で
あ
る「
し
ず
お
か
棚
田
く
ら
ぶ
」

な
ど
の
協
力
の
も
と
進
め
ら
れ
、

平
成
十
三
年
の
春
に
は
約
六
十
�
、

平
成
十
四
年
に
は
十
�
が
復
田
し

最
終
的
に
約
百
五
十
�
の
棚
田
が

蘇
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、
国
・
県
・

町
の
補
助
に
よ
り
農
道
九
百
二
十

�
、
ふ
れ
あ
い
交
流
棟
、
農
機
具

保
管
棟
、
水
車
小
屋
な
ど
も
整
備

さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
十
四
年
か
ら
は
、
県
下
で

初
と
な
る「
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
」

に
よ
る
会
員
の
受
け
入
れ
を
始
め
、

「
赤
根
田
村
百
笑
の
里
」
と
し
て

ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。
平

成
十
九
年
度

に
は
関
東
圏

を
中
心
に
九

十
六
組
の
皆

さ
ん
に
オ
ー

ナ
ー
登
録
い

た
だ
き
、
田

植
え
や
稲
刈

り
が
盛
大
に

行
わ
れ
る
ま

�
�
�
�
�
�
�
�

で
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成

十
八
年
に
は
、
石
部
の
棚
田
で
収

穫
さ
れ
た
黒
米
を
使
っ
た
焼
酎「
百

笑
一
喜
」も
商
品
化
さ
れ
た
ほ
か
、

今
年
の
六
月
か
ら
は
赤
米
を
使
っ

た
焼
酎
の
商
品
化
も
決
ま
り
ま
し

た
。

　

棚
田
の
復
活
は
、
棚
田
の
景
観

が
町
の
新
た
な
観
光
資
源
に
も
な

り
、
交
流
人
口
拡
大
の
効
果
と
と

も
に
、
都
市
住
民
と
の
交
流
を
通

じ
た
関
係
が
、
棚
田
を
「
保
存
す

る
」
だ
け
で
な
く
「
活
用
す
る
」

と
い
う
発
想
の
転
換
に
も
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】

企
画
観
光
課
（
４
２
）
３
９
６
４
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　　　田の復田は、
　　　穀物生産の
場というより、昔
からの稲作を復活
して地域の活性化
につなげていこう
という活動です。
現在の課題は、地
元保存会メンバーの高齢化です。日
常的に作業を担う後継者の育成をど
うしていくのか、棚田の将来を見据
えた大きな課題です。保存会では現
在棚田の支援者を広く募集していま
す。ぜひ一度、棚田にお立ち寄りく
ださい。
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七
十
五
歳
以
上
の
方
（
六
十
五

歳
以
上
の
一
定
の
障
害
が
あ
る
方

を
含
む
）
を
対
象
に
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
が
四
月
一
日
か
ら
始
ま

り
ま
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
老
人
医
療
受
給

者
証
の
代
わ
り
と
な
る
新
し
い
保

険
証
を
三
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
は
現
在
の
受
給
者

証
と
同
じ
大
き
さ
で
、
表
面
に
は

偽
造
防
止
用
の
色
地
紋
が
入
り
一

人
に
一
枚
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
証
以
外
に
、
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
や

特
定
疾
病
療
養
受
給
者
証
も
一
緒

に
郵
送
す
る
予
定
で
す
。
も
し
、

三
月
中
に
新
し
い
保
険
証
等
が
届

か
な
い
場
合
は
、
健
康
福
祉
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
平
成
二
十
年
三
月
二
日

か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
に
七
十
五

歳
に
な
る
方
に
は
、
三
月
中
に
、

五
月
以
降
に
七
十
五
歳
に
な
る
方

に
は
、
誕
生
日
の
前
の
月
に
保
険

証
を
郵
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
一
定
の
障
害
を
お
持
ち

で
、
新
た
に
新
制
度
の
認
定
を
受

け
た
い
方
や
、
既
に
障
害
認
定
に

よ
り
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
七
十

五
歳
未
満
の
方
が
新
制
度
の
適
用

を
受
け
た
く
な
い
場
合
は
、
健
康

福
祉
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

�
�
�
�
�
�
�

　

現
在
の
老
人
保
健
制
度
と
同
じ

よ
う
に
医
療
が
高
額
に
な
っ
た
と

き
の
自
己
負
担
限
度
額
や
、
入
院

時
食
事
代
の
標
準
負
担
額
な
ど
そ

の
他
の
給
付
に
つ
い
て
も
、
同
様

に
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
被
保
険
者
が
死
亡
し
た

と
き
に
は
、
葬
祭
を
行
っ
た
人
に

対
し
て
葬
祭
費
と
し
て
五
万
円
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
四
月
か
ら
同
一
世
帯

の
被
保
険
者
に
お
い
て
、
一
年
間

の
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己

負
担
額
を
合
算
し
た
額
が
限
度
額

を
超
え
た
場
合
に
、
高
額
医
療
・

高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
し
て
支

給
さ
れ
ま
す
。
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年
金
が
年
額
十
八
万
円
以
上
の

方
（
介
護
保
険
料
と
の
合
計
額
が

年
金
額
の
二
分
の
一
を
超
え
る
場

合
を
除
く
）
は
、
支
給
さ
れ
る
年

金
か
ら
保
険
料
を
天
引
き
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
前
年
の
所
得
が

確
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
（
四
月
か

ら
八
月
）
は
仮
の
額
で
徴
収
し

（
仮
徴
収
）、
確
定
後
に
本
徴
収

（
十
月
か
ら
二
月
）と
な
り
ま
す
。

平
成
二
十
年
度
の
仮
徴
収
に
つ
い

て
は
、四
月
上
旬
に
通
知
し
ま
す
。

�
�
�
�

　

特
別
徴
収
以
外
の
方
は
、
納
付

書
ま
た
は
口
座
振
替
に
て
金
融
機

関
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
納

期
は
八
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
毎

月
の
八
期
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
社
会
保
険
に
加
入
さ

れ
て
い
た
方
は
、
平
成
二
十
年
度

に
限
り
八
月
に
普
通
徴
収
か
ら
始

ま
り
ま
す
。

　

社
会
保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た

方
は
、
九
月
ま
で
無
料
、
十
月
か

ら
特
別
徴
収
ま
た
は
普
通
徴
収
が

開
始
さ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
の
場
合

も
、
八
月
上
旬
に
通
知
し
ま
す
。

（
保
険
料
の
算
定
方
法
は
、
一
月

号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）
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四
月
か
ら
来
年
三
月
ま
で
の
一

年
間
、
窓
口
負
担
が
一
割
に
据
え

置
か
れ
ま
す
。（
三
割
負
担
と
な
っ

て
い
る
方
、
一
定
の
障
害
が
あ
り

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ

れ
る
方
は
除
き
ま
す
。）
昨
年
の

制
度
改
正
で
、二
割
負
担
が
決
ま
っ

て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
据
え
置

く
も
の
で
、
高
額
療
養
費
自
己
負

担
限
度
額
に
つ
い
て
も
、
同
様
に

据
え
置
か
れ
ま
す
。

　

現
在
、
受
給
者
証
を
お
持
ち
の

方
に
は
、
負
担
金
割
合
の
表
示
が

変
わ
り
ま
す
の
で
、
新
し
い
受
給

者
証
を
三
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。
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税
率
の
算
定
方
法
が
、
今
ま
で

の
医
療
分
、
介
護
分
に
加
え
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
支
援
金

分
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
六
十
五
歳
以
上
の
国
保

　

乳
幼
児
医
療
費
を
二
割
負
担
に

軽
減
す
る
対
象
年
齢
が
「
三
歳
未

満
」
か
ら
「
義
務
教
育
就
学
前
」

に
拡
大
さ
れ
ま
す
。
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世
帯
の
方
の
保
険
税
が
原
則
、
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。
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対
象
年
齢
が
七
十
五
歳
未
満
か

ら
六
十
五
歳
未
満
に
変
わ
り
ま
す
。

六
十
五
歳
に
な
る
と
一
般
の
国
保

の
加
入
者
と
な
り
ま
す
。
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食
費
・
居
住
費
の
負
担
の
対
象

年
齢
が
七
十
歳
以
上
か
ら
六
十
五

歳
以
上
に
変
わ
り
ま
す
。
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被
保
険
者
が
国
保
か
ら
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
移
行
し
て
も
、

同
一
世
帯
の
国
保
被
保
険
者
の
保

険
税
が
従
前
と
同
程
度
と
な
る
よ

う
経
過
措
置
が
行
わ
れ
、
国
保
単

身
世
帯
と
な
る
場
合
、
世
帯
割
を

半
額
と
し
、
移
行
し
た
後
期
高
齢

者
の
所
得
お
よ
び
人
数
を
含
め
て

軽
減
判
定
さ
れ
ま
す
。

　

元
社
会
保
険
の
被
扶
養
者
の
方

は
、
所
得
割
・
資
産
割
の
賦
課
が

な
く
、被
保
険
者
均
等
割
を
半
額
、

旧
被
扶
養
者
の
み
で
構
成
さ
れ
る

世
帯
の
世
帯
別
平
等
割
を
半
額
と

し
ま
す
。

【
問
合
せ
】

健
康
福
祉
課
（
４
２
）
３
９
６
６
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メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
病
気

の
発
症
の
危
険
性
は
、
肥
満
、
高

血
糖
、
高
血
圧
、
脂
質
異
常
、
喫

煙
の
危
険
因
子
の
数
が
多
く
な
る

ほ
ど
高
く
な
り
、
例
え
ば
心
臓
病

の
場
合
、
危
険
因
子
が
な
い
人
を

危
険
度
一
と
す
る
と
危
険
因
子
が

一
つ
あ
る
場
合
は
五
・
一
倍
、
三

か
ら
四
個
に
な
る
と
三
十
五
・
八

倍
に
も
な
り
ま
す
。

　

町
の
基
本
健
診
で
は
、
男
性
は

　

％
、
女
性
は　

％
の
方
が
メ
タ

３６

１２

ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
該
当

者
、
予
備
群
と
の
結
果
が
出
て
い

ま
す
。
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生
活
習
慣
病
は
症
状
が
な
く
進

行
し
て
し
ま
う
た
め
、
具
合
が
悪

く
な
っ
て
か
ら
で
は
間
に
合
い
ま

せ
ん
。

　

特
定
健
診
を
受
診
し
て
、
病
気

に
な
る
前
に
危
険
因
子
を
発
見
し
、

さ
ら
に
、
保
健
指
導
を
受
け
て
生

活
習
慣
を
改
善
し
、
予
防
・
改
善

を
図
り
ま
し
ょ
う
。
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国
保
加
入
の
対
象
者
に
は
、
全

員
に
受
診
券
等
を
送
付
し
ま
す
。

環
境
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
行
わ
れ
る

設
定
さ
れ
た
健
診
会
場
で
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。（
一
部
負
担
金
が

か
か
り
ま
す
。）

　

ま
た
、
国
保
以
外
の
方
に
つ
い

て
は
、
加
入
さ
れ
て
い
る
社
会
保

険
等
保
険
者
の
指
示
に
従
っ
て
く

だ
さ
い
。（
被
扶
養
者
な
ど
の
方

に
は
、
出
来
る
だ
け
受
診
し
や
す

い
体
制
を
協
議
し
て
い
ま
す
。）
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六
十
五
歳
以
上
の
方
に
つ
い
て

は
、
生
活
機
能
評
価
を
同
時
実
施

し
、
将
来
的
に
介
護
が
必
要
と
な

る
可
能
性
が
あ
る
の
か
を
判
定
し

ま
す
。
低
下
が
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
早
め
の
予
防
が
必
要
で
す
。

【
問
合
せ
】

健
康
福
祉
課
（
４
２
）
３
９
６
６
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水
道
事
業
の
運
営
は
、
十
二
月

号
で
お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
大
変

厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、
公
営
企
業
委
員

会
で
、
昨
年
十
一
月
に
料
金
改
定

案
に
つ
い
て
町
長
よ
り
諮
問
を
受

け
、
審
議
し
て
き
ま
し
た
が
、
一

月
三
十
日
の
委
員
会
に
お
い
て
、

現
在
の
料
金
を
約　

％
値
上
げ
し
、

２３

四
月
一
日
に
施
行
す
る
こ
と
で
、

最
終
的
に
決
定
し
、
町
長
に
答
申

さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
議
会
三
月
定
例
会
に

上
程
し
、
承
認
を
経
た
上
で
正
式

に
決
定
と
な
り
ま
す
。

　

安
全
で
安
定
し
た
水
の
供
給
を

行
っ
て
い
く
た
め
に
も
、
皆
様
の

ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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　昨年１２月で任期満了とな
った佐藤はまさん（金沢）
に、引き続き人権擁護委員
をお願いすることになりま
した。また、１人欠員となっ
ていました委員として新た
に深沢尚幸さん（江奈２）
にお願いすることになり、
それぞれ法務大臣から委嘱
されました。今後、人権擁
護委員として、人権尊重思
想の普及高揚や基本的人権
に係る相談などにご尽力い
ただくことになります。
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松
崎
町
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る

松
が
無
く
な
っ
て
ゆ
く
。
か
つ

て
は
、
上
の
宮
の
松
、
水
道
橋

の
松
が
名
物
で
あ
っ
た
が
、
無

く
な
っ
て
し
ま
い
、
思
い
出
す

と
淋
し
い
感
じ
が
す
る
。

　

松
崎
海
水
浴
場
の
松
林
の
松

は
大
き
く
な
っ
た
が
、
八
方
に

茂
っ
た
枝
が
強
風
の
都
度
、
民

家
の
屋
根
を
傷
め
、
松
葉
が
雨

ど
い
を
つ
ま
ら
せ
る
な
ど
苦
情

が
あ
る
。
町
民
の
皆
様
に
は

幼
い
頃
か
ら
お
な
じ
み
の
松

林
で
あ
り
、
こ
の
松
を
無
く

さ
な
い
よ
う
に
と
毎
年
消
毒

す
る
な
ど
し
て
守
っ
て
い
る
。

　

今
は
、
海
水
浴
場
に
連
な

る
松
原
の
景
色
を
海
か
ら
眺

め
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
く

な
っ
た
が
、
近
い
将
来
、
新

松
崎
港
に
カ
ー
フ
ェ
リ
ー
の

発
着
が
出
来
る
よ
う
に
な
る

と
、
こ
の
景
色
を
多
く
の
人

が
目
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

私
く
ら
い
の
年
代
の
人
は
、

子
供
の
頃
、
夏
に
な
る
と
一

日
中
浜
辺
で
遊
び
、
疲
れ
る
と

松
林
の
中
で
休
み
、近
く
に
あ
っ

た
「
ジ
チ
ン
サ
ン
」
と
呼
ん
で

い
た
井
戸
の
水
で
喉
を
う
る
お

し
、
近
く
に
あ
っ
た
煎
餅
屋
の

煎
餅
を
食
べ
た
思
い
出
も
あ
る
。

　

松
林
を
失
い
た
く
な
い
と
思
っ

た
次
第
で
す
。
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二
月
一
日
（
金
）、
松
崎
幼
稚

園
で
小
規
模
授
産
所
西
ん
子
作
業

所
の
皆
さ
ん
と
の
交
流
を
兼
ね
た

節
分
の
豆
ま
き
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

園
児
た
ち
は
手
作
り
の
鬼
の
面

を
つ
け
て
「
鬼
は
外
！
」
と
元
気

よ
く
か
け
声
を
か
け
な
が
ら
庭
に

向
か
っ
て
豆
を
ま
き
ま
し
た
。
室

内
で
は
、
福
の
神
の
面
を
つ
け
た

作
業
所
の
皆
さ
ん
が
お
菓
子
を
ま

く
と
園
児
た
ち
は
夢
中
に
な
っ
て

拾
っ
て
い
ま
し
た
。
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二
月
十
一
日
（
月
）、
池
代
の

日
吉
神
社
で
鬼
射
ま
つ
り
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
祭
り
は
、
地
域
の
厄
払
い

と
家
内
安
全
を
祈
り
、
江
戸
時
代

か
ら
行
わ
れ
て
い
る
女
人
禁
制
の

珍
し
い
行
事
で
、
夜
明
け
と
と
も

に
ふ
ん
ど
し
姿
の
若
衆
が
川
に
入
っ

て
み
そ
ぎ
を
行
い
、「 
弓  
太  
郎 
」

ゆ
ん 

だ 

ろ
う

と
呼
ば
れ
る
代
表
の
青
年
が
約
二

十
�
先
の
的
を
目
が
け
、
当
た
る

ま
で
弓
を
射
ま
し
た
。

�
�
�
�
�

　

二
月
二
十
日
（
水
）、
石
部
海

岸
で
地
域
の
住
民
約
四
十
人
が
参

加
し
て
冬
の
風
物
詩
、
岩
の
り
採

り
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

磯
に
着
く
と
、
合
図
と
共
に
漁

が
始
ま
り
、
お
の
お
の
が
用
意
し

た
道
具
で
の
り
を
手
際
よ
く
採
る

と
、「
カ
ッ
カ
ッ
カ
ッ
カ
ッ
」
と

岩
を
か
く
音
が
静
か
な
磯
に
響
き

ま
し
た
。
岩
の
り
に
加
え
は
ん
ば

の
り
も
採
ら
れ
、
今
年
は
ま
ず
ま

ず
の
漁
と
な
り
ま
し
た
。
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※この欄に掲載を希望されない場合は、お申し出ください。
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（平成２０年１月３１日現在）
　　　　　（　）内は前月比
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帯
広
川
の
冬
の
使
者
白
鳥

　

帯
広
市
内
を
流
れ
る
帯
広
川
に

は
、
毎
年
秋
に
な
る
と
シ
ベ
リ
ア

か
ら
白
鳥
が
や
っ
て
き
て
、
雪
が

解
け
た
四
月
中
旬
ご
ろ
、
一
斉
に

飛
び
立
っ
て
行
き
ま
す
。

　

白
鳥
は
帯
広
川
の
市
街
地
部
分

の
全
域
で
見
ら
れ
、
特
に
、
帯
広

神
社
の
横
か
ら
、
十
勝
川
と
の
合

流
点
ま
で
は
数
多
く
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。　

　

こ
の
松
崎
町
通
信
の
記
事
を
書

い
て
い
る
二
月
現
在
、
帯
広
の
朝

は
マ
イ
ナ
ス
十
五
度
く
ら
い
ま
で
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人身事故　３件　（　±０）

物損事故　１０件　（　－１）

死　　者　０人　（　±０）

傷　　者　６人　（　±０）
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（平成２０年１月３１日現在）

　　（　）内は前年対比
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保護者性別名　前地　区

齋藤正司女 優 
ユウ

岩　地
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新
薬
（
先
発
品
）
は
、
そ
の
成
分
か
ら
開

発
し
、
有
効
性
や
安
全
性
を
確
認
後
、
承
認

さ
れ
て
販
売
さ
れ
る
た
め
、
莫
大
な
費
用
と

時
間
が
費
や
さ
れ
ま
す
。
価
格
が
先
発
品
の

二
割
か
ら
八
割
と
安
く
、
先
発
品
と
同
じ
効

き
目
、
同
じ
安
全
性
な
ら
ば
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
（
後
発
品
）
を
使
わ
な
い
手
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど

普
及
し
て
い
ま
せ
ん
。
主
に
な
る
有
効
成
分

は
一
緒
で
も
、
製
法
や
他
の
成
分
ま
で
ま
っ

た
く
同
じ
に
つ
く
ら
れ
る
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
な
か
に
は
ま
っ
た
く
同
じ

と
い
っ
て
よ
い
薬
も
た
く
さ
ん
あ
り
、
知
ら

な
い
う
ち
に
使
っ
て
い
る
後
発
品
も
あ
り
ま

す
。

　

後
発
品
を
上
手
に
賢
く
使
え
ば
、
医
療
費

を
節
約
で
き
ま
す
。
高
血
圧
症
を
は
じ
め
と

す
る
生
活
習
慣
病
や
骨
粗
鬆
症
の
よ
う
な
慢

性
疾
患
で
は
、
ず
っ
と
薬
を
飲
み
続
け
る
こ

と
が
大
切
な
た
め
、
薬
代
の
差
額
は
大
き
く

な
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
自
分
の
薬
に
つ
い
て

知
識
を
深
め
、「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

使
え
ま
せ
ん
か
」
と
医
師
に
聞
い
て
み
る
こ

と
で
す
。
ま
た
、
使
用
し
て
み
て
い
つ
も
と

違
う
と
感
じ
た
時
は
す
ぐ
に
医
師
か
薬
剤
師

に
状
況
を
伝
え
、
指
示
を
受
け
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
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冷
え
込
ん
で
い
ま
す
。

川
で
は
、
水
面
か
ら

白
い
水
蒸
気
が
上
が

り
、周
り
の
木
々
に
は

こ
の
水
蒸
気
が
凍
り
付

い
て
、
霧
氷
が
で
き

て
い
ま
す
。
し
か
し

白
鳥
に
と
っ
て
は
、こ

の
寒
さ
で
も
シ
ベ
リ
ア

よ
り
は
暖
か
い
の
で

し
ょ
う
。

　

三
月
に
な
る
と
雪
解

け
も
徐
々
に
進
み
、三

月
末
に
は
積
雪
が
ほ
と

ん
ど
無
く
な
り
ま
す
。

帯
広
の
冬
の
使
者
白
鳥
も
帰
り
支

度
が
始
ま
り
、
郊
外
の
農
地
で
は

ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
に
よ
る
融
雪
剤

の
散
布
や
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
で
の

苗
づ
く
り
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

帯
広
の
き
び
し
い
自
然
の
中
で
、

寒
さ
を
も
の
と
も
せ
ず
飛
び
交
う

白
鳥
の
姿
は
、
帯
広
の
開
拓
時
の

依
田
勉
三
も
目
に
し
た
こ
と
で
し
ょ

う
。

　

白
鳥
が
帰
っ
て
行
く
と
、
す
ぐ

に
桜
が
咲
き
、
帯
広
の
遅
い
春
が

始
ま
り
ま
す
。
松
崎
町
の
み
な
さ

ん
も
帯
広
で
、
ぜ
ひ
こ
の
白
鳥
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

届出人年齢氏　名地　区

富士夫８９　池利世夫野　田

佐藤豊彦８３佐　 　 静船　田

松本　　７４佐 藤 久 子江奈２

喜　宏９１稲 木 清 作峰
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届出人年齢氏　名地　区

　　元９２田中富次　山　口

希　望９４中 江 恒 彦北　区

松原茂夫７５松　　三郎南　区

文　字８４舩 津 勝　船　田

敏９３山 下 七 男西　区

知　子８０鳥 澤 信 吉大　澤

八　子８３佐　 定 典山　口

�　造９２山 田 志　櫻　田

倫　男９４石 田 澤 子江奈２

はるゑ８８加 賀　 繁八木山


